
お 知 ら せ
記者発表資料 平成３１年 ３ ⽉１９⽇

合同庁舎記者クラブ、⿃取県政記者会、島根県政記者会、

同時発表先： 岡⼭県政記者クラブ、広島県政記者クラブ、⼭⼝県政記者会、

⼭⼝県政記者クラブ、⼭⼝県政滝町記者クラブ、中国地⽅建設記者クラブ

建設業者に対する監督処分について

本⽇、中国地⽅整備局は、別紙のとおり建設業法の規定に基づく監督処分

を⾏いましたのでお知らせします。

＜問い合わせ先＞

中国地⽅整備局 ０８２－２２１－９２３１（代表）：（平⽇・昼間）

【担 当】建政部 計画・建設産業課⻑ 佐々⽊ ⾼ 志 （内線６１２１）
さ さ き た か し

建政部 計画・建設産業課⻑補佐 森 本 眞 宏 （内線６１４２）
も り も と ま さ ひ ろ

【広報担当窓⼝】 広報広聴対策官 岩 下 恭 久 （内線２１１７）
いわ し た や す ひ さ

企画部環境調整官 井 上 和 久 （内線３１１４）
い の う え か ず ひ さ



（別 紙）

建設業者に対する監督処分について

国⼟交通省中国地⽅整備局⻑は、下記のとおり建設業法（昭和２４年法律第１００号）
に基づく監督処分を⾏いました。

記

１．処分対象業者

商 号 許 可 番 号 代 表 者 所 在 地
株式会社カザケン 国⼟交通⼤⾂許可 ⽥村 謙治 岡⼭県倉敷市真備町

（ 特－28 ）第21866号 箭⽥８６２－１２

２．処分内容
建設業法第２８条第３項の規定に基づく営業の停⽌

（１）期間
平成３１年４⽉３⽇から平成３１年４⽉５⽇までの３⽇間

（２）停⽌を命ずる営業の範囲
⿃取県、島根県、岡⼭県、広島県及び⼭⼝県の区域内における⼟⽊⼯事業に

関する営業のうち、公共⼯事に係るもの。

３．処分理由
株式会社カザケンが元請業者として中国四国防衛局から請け負った⼭⼝県岩国市

内の「岩国⾶⾏場(H27)ガソリンスタンド新設等⼟⽊その他⼯事」において、平成29年７⽉
３⽇、同社現場代理⼈は、掘削した深さ約２メートルの溝に設置した排⽔管の胴締め
作業を⾏うため、請負⼈の労働者に同溝の底部を作業床として使⽤させるにあたり、同
所が深さ1.5メートルを超える場所であったにもかかわらず、労働者が安全に昇降するた
めの設備等を設けることなく当該胴締め作業を⾏わせ、もって請負⼈の労働者の労働災
害を防⽌するため必要な措置を講じなかった。
更に、同⼯事現場において、同⽇、同⼈は、請負⼈の労働者にバックホウを使⽤した⼟砂の埋め

戻し作業を⾏わせるにあたり、業務上の注意義務があるにもかかわらず、これを怠り、請
負⼈の労働者に作業を⾏わせた結果、請負⼈の労働者のうち１名を死亡させた。
この件について、平成30年10⽉26⽇、同社は労働安全衛⽣法違反による罰⾦刑

の略式命令を、同社の現場代理⼈は労働安全衛⽣法違反及び業務上過失致死によ
る罰⾦刑の略式命令を、岩国簡易裁判所からそれぞれ受け、刑は確定している。
このことが、建設業法第28条第１項第３号に該当すると認められる。

－ 以 上 －


